
１ 第 4 期高知県健康増進計画「よさこい健康プラン 21」の基本的な方向

（１）基本目標

これまでの取組により、壮年期の死亡率の改善が一定みられていることから、壮年期の

死亡率の改善による「健康寿命の延伸」と健康格差の縮小を基本目標に、引き続き目標達

成に向けて取り組んでいきます。

（２）基本方針

基本目標を達成するための施策として、以下の 3 つを柱とした基本方針を定めます。

①子どもの頃からの健康的な生活習慣の定着

子どもの健やかな発育と、より良い生活習慣を形成することは、成人期以降の生涯を通

じた健康づくりを推進していくことにつながるため、非常に重要です。また、子どもの生

活習慣は、保護者などから大きな影響を受けることから、保護者などの生活習慣改善のた

めの取組も必要です。

このため、家庭・学校・地域と協働し、子どもの頃からの健康的な生活習慣の定着に取

り組みます。

②働きざかりの健康づくりの推進

壮年期死亡率の改善に向けた取組には、健康意識のさらなる向上と、より良い生活習慣

の定着が必要です。本県の働きざかりは、肥満や喫煙など改善がみられている一方、運動

不足や飲酒、睡眠などの課題が残っていることから、一人ひとりが主体的に健康づくりに

取り組み、健康行動の定着を図るため、インセンティブ事業※を活用した健康づくりの県

民運動を展開します。

※ 保険者（市町村・協会けんぽ等）が加入者に対してインセンティブを提供する仕組み

③生活習慣病の発症予防と重症化予防対策

がん、血管病などの生活習慣病は、本県の働きざかりの死因の約 6 割を占めるなど、健

康にとっても大きな課題となっています。より良い生活習慣の実践により生活習慣病を予

防することとともに、生活習慣病を重症化させないことが大切です。

このため、がん検診や特定健診の受診率向上を図り、精密検査や特定保健指導の事後対

応の強化を図ります。また、糖尿病の重症化等により人工透析など QOL の低下を招く患

者も増加していることから、糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づき、医療機関への

医療状況を把握するとともに、受診勧奨やかかりつけ医と連携した生活指導等を行うこと

により、糖尿病の重症化を防ぎます。

第３章 健康づくりの目標と施策の推進

壮年期の死亡率の改善による
「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」
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基本目標：壮年期の死亡率改善による「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」

第 4 期よさこい健康プラン 21 の基本目標達成に向けた取組と指標の体系図

（指標）
・健康寿命の延伸と都道府県格差の縮小
・脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率

基本方針 1
子どもの頃からの
健康的な生活習慣
の定着

基本方針 2
働きざかりの健康づくりの推進

基本方針 3
生活習慣病の発症予防と重症化予防対策

・家庭・学校・地域

との協働

・食育を通じた健康

教育の強化と家庭

への波及

・健康づくりの

県民運動

・職域と連携した

健康づくり

・がん対策（がん検診）

・血管病対策

（特定健診） ※

・糖尿病性腎症重症化

予防対策

・血管病対策（高血圧）

（指標）

・運動習慣

・朝食

・肥満傾向

（指標）

・健康パスポート

取得者数

・健康経営認定

企業数

※ よ さ こ い 健 康 プ ラ ン 21
で は 二 次 予 防 と し て
整 理 を し て い ま す 。

（指標）

・がん検診受診率

・市町村がん検診

精密検査受診率

・特定健診実施率

・特定保健指導

実施率

・メタボリック

シンドローム

該当者・予備群

の減少率

（指標）

・糖尿病性腎症による

新規透析患者数

・治療中 HbA1c7.0

以 上の 割 合

・未治療ハイリスク者・

治療中断者に対する

指導の成功率

・治療中収縮期血圧

140 ㎜ Hg 以 上の 人 の

割合

・収縮期血圧の平均値

・収縮期血圧 130 ㎜ Hg

以 上の 人 の割合

早期発見
早期治療

重症化予防

健康的な
生活習慣を
身につける

健康的な
生活習慣の
実行

事業対象：成人

（ 太 字 ： 第 4 期 計 画 か ら の
新 た な 指 標 ）

・健康づくりの

県民運動

・職域と連携した

健康づくり

事業対象：子ども

・生活習慣と社会環境の改善に向けた取組み

栄養・食生活 身体活動・運動 休養・こころの健康 飲酒 たばこ 歯・口腔の健康

分野ごとの健康づくりの推進

（指標）

・適正体重維持

・食塩摂取量

・野菜と果物の

摂取量

・自殺死亡率

・生活習慣病の ﾘｽｸ

を 高め る 量の飲酒

・受動喫煙

・成人の喫煙率

・むし歯数

・歯肉炎罹患率

・歯周病罹患率

・ 80 歳 で 20 本

・ 定 期的に歯科健診

・ 65 歳 以上 低 栄養

傾向

・歩数・運動習慣

・睡眠による休養
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２ 第 3 期中央東行動計画における健康づくりの展開

（１）取組方針

第 4 期高知県健康増進計画「よさこい健康プラン 21」が策定されたのを受けて、

中央東福祉保健所では、管内における取組方針である「第 2 期中央東行動計画」の

見直しを行いました。管内の健康状況をみると、50 歳以降の男性の脳血管疾患及び

心疾患による過剰死亡や、国保の 40 歳代男性における特定健診受診率の低さといっ

た、働き盛り世代の男性の課題がみられます。また、生活習慣病とされる悪性新生

物（がん）、心疾患、脳血管疾患による死亡が、男女とも約 5 割を占めています。さ

らに、平均寿命が延伸する一方で、男性は健康寿命が短く、県平均と比べて女性と

の差が大きいことも分かりました。

このことから、循環器疾患、糖尿病性腎症及びがんに対処するため、生活習慣病

の改善等による一次予防を推進するとともに、合併症の発症や症状の進展などの重

症化の予防に重点を置いた血管病対策を推進します。

また、商工団体や健康保険の保険者等と連携し、事業所での従業員に対する各種

健（検）診受診の啓発など、健康経営○R ※を推進することで、職場における働き盛り

世代の健康づくりに取り組む環境を整備します。

（２）重点対策

これまで、職域との連携を取組の視点としてきましたが、健康寿命の延伸に向け

た取組をさらに推進するため「働き盛り世代の健康を支えるための社会環境の整備」

を重点対策とし、働き盛り世代の健康増進を支援します。また、第 2 期行動計画に

おける「高血圧対策」を、「生活習慣病の発症予防と重症化予防対策」とし、高血圧

対策を含めた取組を進めていきます。

重点
対策
１

重点
対策
２

重点
対策
３

重点
対策
４

歯と口の健康づくり
仕上げみがきやフッ化物の応用、かむことの大切さや定期歯科健診の啓
発等により、むし歯や歯周病のない歯と口の健康づくりを推進します。

働き盛り世代の健康を支えるための社会環境の整備

事業所での従業員に対する各種健（検）診受診の啓発など、健康経営に
取り組む事業所や若い世代からの健康増進を支援します。

たばこによる健康影響の防止

たばこによる健康被害を防止するため、未成年と妊婦の喫煙防止や喫煙
者の割合の減少、受動喫煙を防ぐための環境整備を行います。

生活習慣病の発症予防と重症化予防対策

がんや特定健診の受診率向上、医療機関への受診勧奨、かかりつけ医と

の連携した生活指導等により、生活習慣病の重症化を防ぎます。

※ 「健康経営 Ⓡ」は特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。
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